
I．研究の背景および目的

　2010 年に「公共建築物等における木材の利用の促進に
関する法律」（平成 22 年法律第 36 号）（以下，木促法）が
制定され，公共建築物への木材利用拡大が推進されている。
人口減少により住宅需要が伸び悩む中，木造率が低位であ
る公共建築物等の非住宅大規模建築は新たな木材の需要先
として期待されている（青井 2015）。また，スーパーゼネ
コンや大手設計事務所の木造建築への進出の動きが見られ
ること（青井 2011）や，2020 年に開催される東京オリン
ピックによる需要等もあり，公共建築物等の非住宅大規模
建築への木材利用の期待はさらに高まっている。
　埼玉県は三大都市圏の首都圏に位置し，国内で 5番目に
多い人口を抱える県であることに加え，秩父地域や西川地
域など木材生産地を併せ持つことから，地域材利用への取
組みがさかんに行われている。同県では，2002 年から「さ
いたま県産木材認証制度」（以下，県認証制度）を実施，
2003 年に「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」を
策定し，木促法制定以前から埼玉県産木材（以下，県産木材）

を活用した公共建築物の木造化および木質化を推進してい
る。しかしながら，県内の森林を持たない市町村では森林
資源を扱う部署がなく木促法への対応が困難であること（牧
ら 2012）等，非木材生産地域における木材利用の後れも
あり，2015 年度時点での県内の公共建築物の木造率は面積
ベースで 9.3％と依然低位である（林野庁 2017）。一方，
2010 年から 2015 年にかけて埼玉県を含め大きな人口を抱
える地方公共団体において，公共建築物等非住宅の木造対
応が進んでおり（青井 2016），今後都市部ではさらなる非
住宅分野への木材利用拡大が期待できる。
　公共建築物等中大規模建築物への木材利用についての社
会科学的研究は，木促法制定以降さかんに行われている。
公共建築物への木材利用における木材流通問題を考察した
研究には早川（2015），松場ら（2015），後藤ら（2016）が
ある。早川（2015）は，中大規模公共建築物への木材利用
拡大に向けて企画・設計段階での情報を整備し提供してい
くことが必要であるとしている。松場ら（2015）は，木材
流通にかかわる事業体への聞き取り調査から，公共建築物
に使用する木材の産地指定を行う際，木材コーディネー
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　埼玉県の県産木材を使用して建設された埼玉県すぎと幼稚園・すぎと保育園を対象に，県産木材の利用が埼玉県にもたらす
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を想定した比較シナリオを設定した。その結果，基本シナリオでは生産誘発額計 35,101 千円，生産誘発係数 1.09 と推計され，
比較シナリオではそれぞれ 44,900 千円，1.39 と高くなったことから，県内で完結した場合の経済波及効果が大きいことが明ら
かになった。このことは，その促進が林業・木材産業の活性化のみならず県経済にとっても効果があることを示唆している。
さらに，県内製材工場が横架材等に使用される平角に対する JAS認定の取得を検討しており，公共建築物への県産の構造材の
供給が増加すると予想され，今後公共建築物への地域材利用による経済波及効果がさらに増加すると考えられる。
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ターが調達可能な材の情報提供源としての役割を担うとし
ている。後藤ら（2016）は，島根県における木造公共建築
物建設時の地域産材利用に関する問題点を整理し，JAS製
材品の不足や公共建築物用木材のストックの必要性を指摘
している。また，木促法以前に整備された公共建築物を対
象とした研究には，秋田県を事例として公共建築物建設の
コスト適正化の必要性を指摘した飯島（2011），高知県を
事例としてメンテナンスを視野に入れた設計が必要である
とした山中ら（2015）がある。
　近年，木材利用による地域への経済波及効果を定量的に
把握する研究が行われており，都道府県における地域材利
用を推進する上での重要な根拠となっている。先行研究と
して古俣ら（2012），渕上ら（2015）が挙げられる。古俣
ら（2012）は，北海道内の 2×4住宅への木材利用におけ
る経済波及効果を，渕上ら（2015）は，京都府内の公共建
築物への木材利用における経済波及効果を，それぞれ都道
府県産業連関表を用いて推計しており，地域材の利用割合
を増加させることによる地域への経済波及効果が大きいこ
とを指摘している。しかしながら，これら 2地域以外に木
材利用による地域への経済波及効果を定量的に推計した研
究はなく，首都圏において分析した事例はない。埼玉県，
つまり都市部における木材需要が及ぼす経済波及効果を定
量的に推計することは，都市部における木材利用のさらな
る拡大に寄与すると考えられる。
　経済波及効果の推計において，産業連関表は幅広い分野
で利用されている。産業連関表には全国，都道府県，市町
村等域内での経済波及効果をとらえた地域内産業連関表や
地域ごとの移輸出入関係をとらえた地域間産業連関表があ
り，分析対象に応じて使い分けがなされている。地域内産
業連関表を用いた研究には，全国産業連関表を用いた安田
（2005），都道府県産業連関表を用いた氏家ら（2006），市
町村産業連関表を用いた横山ら（2018）がある。地域間産
業連関表を用いた研究には武者（2009）がある。
　以上を踏まえ，本研究では，埼玉県を対象に公共建築物
への県産木材の利用による経済波及効果を定量的に推計
し，地域経済への影響を把握することを目的とする。

II．研　究　方　法

1．�研究対象と手法
　本研究では，埼玉県杉戸町立すぎと幼稚園・すぎと保育
園（以下，本建築物）に使用された県産木材（以下，本県
産木材）を評価対象として，公共建築物への県産木材利用
が埼玉県内に及ぼす経済波及効果を産業連関表を用いて推
計する。評価対象である本県産木材はすべて無垢の県産木
材であり，集成材は含まれていない。
　まず，本建築物の建築主である杉戸町建設課に聞き取り
調査を行い，本県産木材の投入量と本建築物への県産木材
の利用状況について把握した。次に，得られた本県産木材
の投入量を基に，平成 23年（2011年）埼玉県産業連関表
を用いて本県産木材利用が県内に及ぼす経済波及効果を推
計した。経済波及効果の推計にあたっては，建設業者が本
県産木材を購入した時の支払額を最終需要額として，最終

需要の増加によって生じた生産額の増加分を直接効果，直
接効果に誘発される生産額を間接効果とし，この二つの効
果を足し合わせて生産誘発額とした。県外製材工場が県内
の素材生産業者から原木を購入したことで生じた素材部門
の需要（以下，素材はね返り需要）の増加による県内への
経済波及効果は，木材部門への最終需要から県外木材部門
を経由して県内にもたらされた効果であり，当初に与えた最
終需要によって生じた生産額の増加分の一部ととらえ，直
接効果として計上した。間接効果は直接効果に伴う中間需
要に誘発される生産額である第一次間接効果，直接効果と
第一次間接効果に伴って発生した雇用者所得による消費活
動が誘発する生産額である第二次間接効果として推計した。
また，本県産木材について，県外流通を含む基本シナリオ
と県内流通完結型の比較シナリオの二つのシナリオを設定
し，それぞれについて経済波及効果を推計することで生産
誘発額の比較を行った。最後に，公共建築物への県産木材
供給に向けた現状と課題の把握のために 2017 年 11月に県
内製材 JAS認定工場（注 1）2社への聞き取り調査を行った。
2．�シナリオの設定

　本建築物は延床面積 2,250 m2，在来軸組工法による木造
平屋建てであり，構造材（構造用合板を除く）および羽柄
材にはすべて無垢の県産木材が使用されていた。これらの
本県産木材の流通経路は，杉戸町役場から入手した内部資
料から，本建築物に使用された本県産木材のうち，県内で
素材生産・加工・流通が完結している材以外に，県内素材
生産業者によって生産された素材を原材料として，製材の
段階で一度県外を経由したのち県内に移入された材がある
とわかった（図⊖1）。県産木材の加工を県外の製材工場が
行っているが，さいたま県産木材認証事業体となるために
は県内に拠点を置く必要はなく，県外事業体も認証の対象
に含まれているためである。この県外流出を含む実際の本
県産木材の流通経路による素材生産・加工・流通シナリオ
を基本シナリオとし，経済波及効果を推計した。
　一方で，全ての本県産木材について県内で素材生産・加
工・流通を行うシナリオを設定し，これを比較シナリオと
して経済波及効果を推計した。二つのシナリオを比較する
ことで，基本シナリオにおいて県外へ流出していた加工が
県内で完結した場合，県内への経済波及効果がどの程度増
加するのかを把握した。

図⊖1.　 すぎと幼稚園・すぎと保育園に使用された県産木材の
流れ

杉戸町建築課から入手した内部資料に基づいて作成。
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3．�経済波及効果推計の流れ
1）統合表の作成
　平成 23 年埼玉県産業連関表統合小分類は 190 部門から
構成されている。その表を「平成 23 年埼玉県産業連関表
部門分類表」を基に，190 部門を 49 部門に再構成した。以
下，本表を埼玉県統合表とする。部門の統合には経済波及
効果算定ソフト波及さん ver 4.01 を用いて，直接効果に関
係する部門（木材，商業，運輸）とその原材料部門（育林，
素材）を独立部門として残し，残りの産業部門は埼玉県部
門分類表の統合大分類（37 部門）を基に統合した（注 2）。
2）本県産木材購入額の推計
　次に，本県産木材購入によって生じる最終需要額の推計
を行った。本県産木材の使用量は杉戸町建築課から入手し
た内部資料より，部材および規格ごとに使用材積を整理し
た。整理した部材および規格ごとの使用材積に，埼玉県木
造公共施設推進協議会（2016）の県産木材（一般流通材）
の建築部材ごとの標準単価（m3 単価）を乗じることで最
終需要額を算出した。表に記載のない規格の材の単価につ
いては，材を供給した製材工場 2社への聞き取り調査で得
た数値を用いて最終需要額を算出した。以上から，県内で
素材生産・加工・流通が完結している材の最終需要額が
16,422 千円，製材の段階で一度県外を経由した材の最終需
要額が 15,921 千円，計 32,343 千円となった。
3）マージン剥ぎ取りと最終需要額の推計
　先に求めた最終需要額は購入者価格であるから，流通に
おけるマージンを剥ぎ取った生産者価格の最終需要額を算
定する必要がある。先に求めた購入者価格の最終需要額か
ら商業マージンと運輸マージンを剥ぎ取ることで本県産木
材の生産者価格を求めることができる。剥ぎ取られたマー
ジンはそれぞれ商業部門と運輸部門の最終需要額として計
上した。マージン率は平成 23 年全国産業連関表基本分類
表から得られたマージンを購入者価格で除すことで算出さ
れる。商業マージンは卸売と小売の和，運輸マージンは鉄
道，道路，沿海，港湾，航空，利用運送，倉庫の和である
から，本県産木材のマージン率は商業で 0.352，運輸で
0.0556 となった。以上から，本県産木材購入による最終需
要額は木材部門で 19,166 千円，商業部門で 11,380 千円，
運輸部門で 1,797 千円と推計された。
4）第二次間接効果算定に用いるデータ
　直接効果と第一次間接効果については産業連関表から得
られる各係数とマージン率を用いて算定が可能である。一
方で，第二次間接効果は雇用者所得増加による消費活動が
誘発する各産業部門の生産額であり，算定には直接効果と
第一次間接効果に使用した各係数に加えて，雇用者所得率，
消費転換係数，消費支出構成が必要となる。雇用者所得率
と消費支出構成については，産業連関表の生産者価格表か
ら得ることができる。雇用者所得率は産業部門別に賃金・
俸給を生産額計で除すこと，消費支出構成は産業部門別に
民間消費支出を民間消費支出計で除すことで導出した。次
に消費転換係数を総務省統計局「家計調査年報平成 23 年」
から求めた。消費転換係数は総務省統計局「家計調査年報
平成 23 年」の勤労者世帯の消費支出を実収入で除すこと

で得られ，0.6 となった。
4．�各シナリオでの経済波及効果推計の流れ
1）基本シナリオ
　まず，使用された 343 m3 の本県産木材の県内自給率を
求めた。埼玉県内で素材生産・加工・流通が完結している
本県産木材は金額ベースで 50.8％であった。よって木材部
門の自給率を 50.8％と設定した（表⊖1）。また，商業マー
ジンと運輸マージンはすべて県内に生じる，すなわち商業
部門と運輸部門の自給率を 100％とした。先に求めた最終
需要額にこれらの自給率を乗じることで，基本シナリオに
おける直接効果を求めた。
　さらに，木材部門の最終需要額に移輸入率 49.2％および
埼玉県統合表の木材部門から素材部門への投入係数，自給
率を乗じた値，すなわち素材はね返り需要による直接効果
を求め，1,631 千円となった。前述の通り，素材はね返り
需要の増加による県内への経済波及効果は，木材部門への
最終需要から県外木材部門を経由して県内にもたらされた
効果であり，当初に与えた最終需要によって生じた生産額
の増加分の一部ととらえ，直接効果として計上した。素材
はすべて県内で調達されているため，直接効果における素
材部門の自給率は 100％とした。
　素材はね返り需要額を導出する際に埼玉県統合表から得
られる投入係数を用いたが，丸太の移出先である N木材
が立地する栃木県の産業連関表には統合中分類（108 部門）
よりも詳細な分類がなく素材部門と木材部門を独立した部
門として計算できないため，栃木県と埼玉県の製材部門か
ら各部門への投入構造が同じであると仮定し，埼玉県統合
表の投入係数を用いている。また，本来であれば，本県産
木材購入を最終需要としているため，素材はね返り需要は
中間需要としてとらえられるべきである。先行研究と比較
すると，古俣ら（2012）は直接効果における自給率向上に
よる効果を推計しているが，素材はね返り需要についての
言及はない。一方，渕上ら（2015）は素材はね返り需要を
第一次間接効果としてとらえ，素材部門の自給率増加によ
る経済波及効果を算定しているが，計算に使用されたモデ
ルは需給の均衡方程式を満たしていない。本研究では，こ
れら先行研究を踏まえ，素材はね返り需要額を建設業者の
本県産木材の購入にともなう波及効果の一部つまり直接効
果としてとらえ，需給の均衡方程式を満たすモデルによる
経済波及効果の推計を試みた。素材部門に直接効果が生じ
ているのは以上の理由のためである。
　第一次間接効果（ΔXb1）は式（1）から導出した。まず，

表⊖1． 各シナリオにおける直接効果

部門 基本シナリオ
  （千円 ）

自給率
（％）

比較シナリオ
  （千円 ）

自給率
（％）

素材  1,631  100 　　 0 ―
木材  9,736 50.8 19,166 100
商業 11,380  100 11,380 100
運輸  1,797  100  1,797 100
計 24,544 　 32,343 　

基本シナリオにおける木材部門の自給率 50.8％は，県内で素材生産・加工・
流通が完結している材の最終需要額 16,422 千円を最終需要額計 32,343 千円
で除すことで得た。

117公共建築物への地域材利用による経済波及効果



直接効果に投入係数と埼玉県統合表から得られる自給率を
乗じて，県内需要額（（I－M）AΔfb′）を求めた。次に，導
出された県内需要額に埼玉県統合表から得られる逆行列係
数（{I－（I－M）A}－1）を乗じることで第一次間接効果を算
出した。県内需要額の導出では埼玉県統合表から得られる
自給率をそのまま用いた。以上により，実際の流通経路に
即した第一次間接効果を求めた。
　　ΔXb1＝{I－（I－M）A}－1（I－M）AΔfb′ （1）
　ただし，ΔXb1，基本シナリオ第一次間接効果；I，単位行
列；M，移輸入係数対角行列；A，投入係数行列；Δfb′，
基本シナリオ直接効果ベクトル。
　第二次間接効果（ΔXb2）は式（2）を用いて導出した。先
に求めた雇用者所得率を用いて，直接効果（Δfb′）と第
一次間接効果（ΔXb1）による各部門の雇用者所得の増加
額を算出した。次に，その雇用者所得増加額に消費転換係
数を乗じ，算出された値を消費支出構成によって各部門に
按分することで部門ごとの中間需要額（Δfb）を求めた。
そして，Δfbに埼玉県統合表から得られる自給率を乗じて
雇用者所得の増加がもたらす県内需要額（（I－M）Δfb）を
求めた。最後に，県内需要額に埼玉県統合表から得られる
逆行列係数を乗じることで第二次間接効果を算出した。
　　ΔXb2＝{I－（I－M）A}－1（I－M）Δfb  （2）
　ただし，ΔXb2，基本シナリオ第二次間接効果；Δfb，中
間需要額ベクトル。
2）比較シナリオ
　使用された本県産木材は 343 m3 であり，それらの生産
がすべて県内で完結した場合を考えるため，直接効果にお
ける木材部門と商業部門，運輸部門の自給率は 100％とし，
算定を行った。
　第一次間接効果（ΔXc1）は式（3）から求めた。直接効果
に投入係数と埼玉県統合表から得られる自給率を乗じ，県
内需要額（I－M）AΔfc′を算出した。この計算結果に埼玉
県統合表から得られる逆行列係数を乗じることで第一次間
接効果を導出した。
　　ΔXc1＝{I－（I－M）A}－1（I－M）AΔfc′  （3）
　ただし，ΔXc1，比較シナリオ第一次間接効果；Δfc′，
比較シナリオ直接効果ベクトル。
　第二次間接効果（ΔXc2）は，式（4）を用いて導出した。
詳細な手順は基本シナリオと同様である。
　　ΔXc2＝{I－（I－M）A}－1（I－M）AΔfc  （4） 
　ただし，ΔXc2，比較シナリオ第二次間接効果；Δfc，中間
需要額ベクトル。
3）雇用効果，付加価値効果，税収効果
　基本シナリオおよび比較シナリオにおいて算出された生産
誘発額を基に，雇用効果と付加価値効果，税収効果をそれ
ぞれ求めた。雇用効果は生産誘発額に雇用係数および就業
係数をそれぞれ乗じることで雇用誘発数，就業誘発数とし
て算出した。ただし，雇用係数は平成 23年埼玉県産業連関
表の雇用表の有給役員雇用者を県内生産額で除した値，就
業係数は同雇用表の従業者を県内生産額で除した値とする。
　付加価値効果は粗付加価値誘発額，雇用者所得誘発額，
営業余剰誘発額としてとらえることとし，生産誘発額にそ

れぞれ粗付加価値率，営業剰余率，雇用者所得率を乗じて
求めた。
　税収効果は県税のみを対象とした。県税を国土交通省
（2018）を参考に表⊖2 のように間接税，個人直接税，法人
直接税の三つに分類した。実効税率を間接税を粗付加価値
誘発額，個人直接税を雇用者所得誘発額，法人直接税を営
業剰余誘発額で除すことで算出し，それぞれ 0.0085，
0.0366，0.0425 となった。この実効税率を間接税では粗付
加価値誘発額，個人直接税では雇用者所得誘発額，法人直
接税では営業余剰誘発額にそれぞれ乗じることで税収効果
を求めた。

III．結 果 と 考 察

1．�基本シナリオ
　先に示した手順によって，基本シナリオにおける経済波
及効果は表⊖3 のように推計された。直接効果は 24,545 千
円，第一次間接効果は 6,165 千円，第二次間接効果は 4,391
千円，生産誘発額計は 35,010 千円となり，生産誘発額計
を最終需要額計で除した生産誘発係数は 1.09 となった。
一方，最終需要額のうち 7,798 千円が県外へ漏出したが，
素材はね返り需要額が 1,631 千円発生した。素材はね返り
需要額によって発生した生産誘発額計は 2,720 千円とな
り，基本シナリオの生産誘発額計 35,010 千円の約 8％と
なった。
　間接効果を部門別に示したのが表⊖4 である。第一次間
接効果は，直接効果が生じる部門からの中間需要が多い運
輸部門，対事業所サービス部門，商業部門，育林部門，素
材部門で大きくなった。素材部門は，直接効果に投入係数
を乗じた中間需要額は全部門の中で最も大きくなったもの
の，県内自給率が 0.29 であり，商業部門の 0.65，運輸部
門の 0.59，対事業所サービス部門の 0.50 と比較して小さ
いため，第一次間接効果の大きさは全体の 5番目にとど
まった。とはいうものの，素材部門に加え，育林部門への

表⊖2． 県税分類
　 百万円

直接税

個人

県民税（個人 ） 302,602
県民税（利子割）※ 1,377
事業税（個人） 12,072
自動車取得税※ 3,746
自動車税※ 42,542
不動産取得税※ 9,335
狩猟税 22

法人

県民税（法人） 27,917
県民税（利子割）※ 1,377
事業税（法人） 113,539
自動車取得税※ 3,746
自動車税※ 42,542
不動産取得税※ 9,335
鉱区税 5

間接税

地方消費税 119,839
県たばこ税 8,074
ゴルフ場利用税 2,249
軽油引取税 46,060

埼玉県 HP https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2.html. （参照
2018 年 8月 8日）を基に筆者作成。注※のついている項目は合算値で公表
されており個人と法人の内訳が得られないため，国土交通省 （2018）を参
考に，合算値を個人と法人に半額ずつ配分している。
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誘発が 4番目に大きく，原木の産地指定が県内林業に与え
る影響は十分に大きいといえる。第二次間接効果は，雇用
者所得のうち，消費支出の多くの割合を占める部門への誘
発額が大きくなった。
2．�比較シナリオ
　比較シナリオの経済波及効果は表⊖5 のように推計され
た。直接効果は 32,343 千円，第一次間接効は 7,439 千円，
第二次間接効果は 5,118 千円，生産誘発額計は 44,900 千円
となり，いずれの効果についても基本シナリオよりも大き
くなった。また，生産誘発係数は 1.39 であった。
　間接効果を部門別に示したのが表⊖6 である。木材部門
への直接効果が増加したことにともなって，素材部門への
第一次間接効果が大きくなった。その他，基本シナリオお
よび比較シナリオ双方で第一次間接効果上位 5部門に位置
した商業部門，運輸部門，対事業所サービス部門のいずれ
においても誘発額が基本シナリオよりも大きくなった。一
方で，育林部門への第一次間接効果は 310 千円で 8番目と
なった。第二次間接効果は直接効果および第一次間接効果
の増加にともなって誘発額が大きくなった。
3．�雇用効果，付加価値効果，税収効果
　表⊖7 は基本シナリオおよび比較シナリオにおいて誘発

された雇用効果を示している。比較シナリオにおける雇用
効果は，生産誘発額の増加によって基本シナリオよりも雇
用誘発数および就業誘発数がそれぞれ 0.39 人（14％），0.41
人（13％）増加した。また，最終需要額 100 万円増加当た
りの雇用誘発数および就業誘発数がそれぞれ 0.012 人
（14％），0.013 人（13％）増加した。
　表⊖8 は二つのシナリオにおいて誘発された付加価値効
果を示している。比較シナリオでは基本シナリオよりも，
粗付加価値誘発額が 4,244 千円（21％），営業余剰誘発額
が 1,595 千円（29％），雇用者所得誘発額が 1,703 千円（17％）
増加した。最終需要 100 万円増加当たりでは粗付加価値誘
発額が 131 千円（21％），営業余剰誘発額が 49 千円（29％），
雇用者所得誘発額が 53 千円（17％）増加し，特に営業剰
余誘発額の増加率が大きいことがわかった。
　表⊖9 は二つのシナリオにおける税収効果を示している。
比較シナリオの税収効果は基本シナリオよりも間接税収効
果が 36 千円（21％），個人直接税収効果が 62 千円（16％），
法人直接税収効果が 68 千円（29％），税収効果計が 167 千
円（21％）増加した。最終需要額 100 万円増加当たりで見
ると，比較シナリオの税収効果は基本シナリオよりも間接
税収効果が 1.1 千円（21％），個人直接税収効果が 1.9 千円
（16％），法人直接税収効果が 2.1 千円（29％），税収効果
計が 5.2 千円（21％）増加し，特に法人直接税収効果の増
加率が大きかった。また，シナリオ別および部門別の税収
効果を示した表⊖10 から，両シナリオとも商業部門および
木材部門からの税収効果が大きいこと，比較シナリオでは
基本シナリオと比べて木材部門からの税収効果が特に増加
していることがわかった。
4．�シナリオの比較
　実際の流通経路における県外流通を県内で完結させるこ
とで，生産誘発額計は 9,890 千円増加した。特に直接効果
の増加が 7,798 千円と最も大きくなったが，これは最終需
要額のうち約 6割の 19,166 千円を占める木材部門の自給率
が 50.8％から 100％になり，木材部門の直接効果が 9,430
千円増加したことが要因である。ただし，基本シナリオで
は素材部門に 1,631 千円の直接効果が生じているため，比

表⊖3． 基本シナリオにおける経済波及効果
　 千円
最終需要額 32,343
直接効果 24,545
第一次間接効果 6,165
第二次間接効果 4,391
生産誘発額計 35,010
生産誘発係数 1.09

表⊖4． 基本シナリオにおける上位 5部門の間接効果
第一次間接効果 第二次間接効果
部門 千円 部門 千円

1 運輸 896 不動産 1,475
2 対事業所サービス 881 商業   585
3 商業 784 対個人サービス   531
4 育林 676 金融・保険   319
5 素材 495 運輸   237

表⊖5． 比較シナリオにお
ける経済波及効果

　 千円
最終需要額 32,343
直接効果 32,343
第一次間接効果  7,439
第二次間接効果  5,118
生産誘発額計 44,900
生産誘発係数   1.39

表⊖6． 比較シナリオにおける上位 5部門の間接効果
第一次間接効果 第二次間接効果
部門 千円 部門 千円

1 商業 1,284 不動産 1,719
2 運輸 1,042 商業   681
3 素材   974 対個人サービス   619
4 対事業所サービス   945 金融・保険   372
5 不動産   506 運輸   276

表⊖7． シナリオ別雇用効果
（単位：人）

雇用誘発数 就業誘発数
基本シナリオ 2.75 3.06 

最終需要 100 万円増加当たり 0.085 0.095 
比較シナリオ 3.14 3.47 

最終需要 100 万円増加当たり 0.097 0.107 

表⊖8． シナリオ別付加価値効果
 （単位：千円）

粗付加価値
誘発額

営業余剰
誘発額

雇用者所得
誘発額

基本シナリオ 20,127 5,580 10,293 
最終需要 100 万円増加当たり 　 622   173 　 318 

比較シナリオ 24,371 7,175 11,996 
最終需要 100 万円増加当たり 　 754   222 　 371 

表⊖9． シナリオ別税収効果
 （単位：千円）

間接税収
効果

個人直接
税収効果

法人直接
税収効果

税収効果
計

基本シナリオ 172  377 237  786
最終需要 100 万円増加当たり  5.3 11.7  7.3 24.3

比較シナリオ 208  439 305  953
最終需要 100 万円増加当たり  6.4 13.6  9.4 29.5
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較シナリオでは木材部門における直接効果の増加分 9,890
千円から基本シナリオにおける素材部門への直接効果
1,631 千円を差し引いた 7,798 千円だけ直接効果が増加した。
　次に間接効果を比較する。第一次間接効果は 1,274 千円
増加した。一方で，育林部門の第一次間接効果は 366 千円
減少した。埼玉県統合表の投入係数を見ると育林部門への
中間需要にかかわるのは育林部門と素材部門のみであっ
た。また，埼玉県統合表の逆行列係数から，育林部門の第
一次間接効果は素材部門と育林部門の県内需要額の大きさ
によって大部分が決まっていた。よって，素材部門への中
間需要のうち大部分を占める木材部門と，育林部門の県内
需要額の有無にかかわる素材部門への直接効果によって育
林部門への第一次間接効果がほぼ決定するとみなすことが
できる。以上から，基本シナリオと比較シナリオにおける
育林部門の第一次間接効果の算出過程を整理したのが図⊖2
である。木材部門への直接効果から育林部門に生じる第一
間接効果は木材部門への直接効果の 1％にあたる 310 千円
にとどまっている。一方で，素材部門への直接効果から育
林部門に生じる第一次間接効果は，素材部門へ生じた直接
効果 1,631 千円の約 3割にあたる 521 千円であり，比較シ
ナリオの育林部門への第一次間接効果の 310 千円を上回っ
ている。したがって，基本シナリオにおける育林部門への
第一次間接効果が比較シナリオにおけるそれよりも大きく
なったのは，素材部門に直接効果が生じたことによると考
えられる。
　第二次間接効果は 727 千円増加した。これは，直接効果
および第一次間接効果が基本シナリオよりも大きくなり，
雇用者所得のより大きな増加を引き起こしたことが要因で
あると考えられる。

5．�県産木材の現状と今後の展望
　本建築物の建築主である杉戸町建築課への聞き取り調査
より，すぎと幼稚園・すぎと保育園の建設において，県産
木材を使用することで単価が上昇し，補助金がなければ構
造材および羽柄材のすべてに県産木材を使用するのは困難
であったとわかった。埼玉県内の林業・木材産業は全国的
に見て小規模であり，県産木材はしばしば県外からの製品
と比べて割高になり，使用を避けられる傾向にあると考え
られる。埼玉県を含め県産材等地域材だけでは県内需要を
賄えないとしている県が大部分であること（窪江ら 2014）
から，地域材指定によって相当に単価が上昇する部材は，
国産材指定もしくは産地指定をしない等の対応が現実的で
ある。本建築物においても構造材および羽柄材以外の部材
については産地指定をしておらず，流通材を使用すること
によってコストの低減を図っている。
　一方で，県内の公共建築物に県産木材を供給している県
内製材 JAS認定工場への聞き取り調査から，供給量が多い
寸法・樹種の県産木材，具体的には長さ 4 mのスギであれ
ば，比較的低価格で供給されうることがわかった。埼玉県
産のスギ・ヒノキは，同一樹種で比較した場合に，全国平
均より強度が高いため（埼玉県農林部森づくり課  2013），
横架材や柱材など強度が必要とされる部材で長さが 4 mの
スギ材であれば，県産木材の利用を推進していくことは，
経済波及効果のみならずコストや性能の観点からも有効で
あると考えられる。
6．�県内における JAS製材品の供給体制

　2011 年 5 月に国土交通省大臣官房官庁営繕部がとり決
めた「木造計画・設計基準」（2016）において，国家機関
の建築物及びその附帯施設の構造耐力上主要な部分に用い
る製材は，「原則として，JASに適合するもの又は国土交
通大臣の指定を受けたものとする」ことが規定されている。
この基準の地方公共団体への拘束力はないが，品質確保の
観点から地方公共団体の施設についても基本的には JAS
製材品やそれに準ずる品質の材の使用が検討されている。
　県内には製材 JAS認定工場が 2018 年 5 月現在 6社ある
が，うち構造材に対する JAS認定を取得している工場は 2
社に限られており，県内で JAS製材品やそれに準ずる構
造材を調達する際には相当な費用や手間が生じることもあ
る。構造材に対する JAS認定を取得している県内 JAS認
定工場 2社への聞き取り調査の結果，2017 年 11 月現在，
2社とも人工乾燥処理構造用製材および機械等級区分構造
用製材の区分において JAS認定を取得しているが，いず
れも正角に対する認定であり，梁材や桁材等横架材に使用
される平角に対する認定を取得していなかった。他方で，
2社とも平角に対する JAS認定の取得を検討しており，今
後県内の製材工場から JASに適合する平角が供給可能と
なる可能性がある。よって，公共建築物へのさらなる県産
木材利用促進が期待される。

IV．まとめと今後の課題

　本研究では，産業連関表を用いた分析と聞き取り調査か
ら以下のことが明らかになった。図⊖2.　育林部門の第一次間接効果の算出過程

表⊖10　 シナリオ別および部門別税収効果 （上位 5部門）
基本シナリオ 比較シナリオ

部門 千円 部門 千円
1 商業 333 商業 349
2 木材 174 木材 343
3 不動産 58 不動産 66
4 運輸 53 運輸 57
5 素材 49 素材 22
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①　 本県産木材の素材生産・加工・流通をすべて県内で完
結させることで生産誘発額が約 3割増加する。

②　 県産木材の使用は建設時の木材単価を上昇させるが，
長さ 4 mのスギなど供給量が多い寸法・樹種の県産木
材は比較的低価格で供給されうる。

③　 県内に横架材に使用される平角に対する JAS認定を
取得している製材工場はないものの，構造材に対する
JAS認定を取得している県内 JAS認定工場 2社が平
角に対する JAS認定の取得を検討している。

　以上から，今後県内の公共建築物において素材生産・加
工・流通がすべて県内で完結した構造材の利用が増える可
能性がある。これは林業・木材産業の活性化のみならず県
経済全体への効果が期待できる。
　本研究では二つのシナリオについて第一次間接効果を求
める際，自給率は埼玉県統合表の自給率を使用しており，
自給率を変更していない。これは，県認証制度によって素
材生産，加工，流通すべての段階において認証がなされて
おり，流通を追うことができるといえども，中間需要おけ
る各産業間の取引は非常に複雑であるため，素材部門，木
材部門等へ生じる中間需要がすべて県内で完結していると
は限らないからである。このことから，仮に素材部門，木
材部門等の自給率を変更して第一次間接効果を算出した場
合，第一次間接効果を過大評価する可能性が高い。本研究
における基本シナリオの生産誘発係数は 1.09 である一方，
渕上ら（2015）における同様のシナリオの生産誘発係数は
1.49 であり，本研究と生産誘発係数の差が大きい。これは
無論埼玉県と京都府の産業構造の差異も影響していると考
えられるが，渕上ら（2015）では第一次間接効果を求める
際に素材部門，商業部門，運輸部門の自給率を 100％とし
たことによって第一次間接効果を過大評価したことも影響
していると考えられる。
　中間需要における自給率を考慮した経済波及効果の推計
方法として，産業連関表において県認証制度によって認証
を受けた素材を新部門の創設によって通常の素材部門から
独立させることが考えられる。このためには，埼玉県の素
材生産に占める県認証制度によって認証を受けた素材の割
合を金額ベースで把握する必要があるが，本研究では把握
することができなかったため，新部門の創設による分析は
行わなかった。以上の分析方法も含め，地域材認証制度等
政策的に中間需要における自給率を上昇させた場合の経済
波及効果の分析方法については今後さらなる検討が必要で
ある。

注　　　記

（注 1）　「農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水
産消費安全技術センター法」の一部を改正する法律（平成 29 年
法律第 70 号）において，条文中の「認定」が「認証」と改めら
れたが，本稿では現状で広く用いられている「認定」を用いた．

（注 2）　木材部門は埼玉県産業連関表部門分類表のうち統合小分類
に基づいた名称であり，製材，合板・集成材，木材チップが含
まれる．

引�用�文�献

青井秀樹（2011）低層の公共建築物は木造で―木造化全盛期の夜明
け前（特集　公共建築物木材利用促進法の施行から一年　展望
と課題）．森林技術 834: 26⊖30

青井秀樹（2015）ひき板を原材料とする木質建築資材の活用による
建築分野での潜在的な国産材需要掘り起こしの可能性．日林
誌 97: 208⊖213

青井秀樹（2016）公共建築物等木材利用促進法施行後の都道府県に
おける非住宅系木造建築物の着工状況．木材情報 : 15⊖18

渕上佑樹・木村友紀・古俣寛隆・佐々木ふみ・古田裕三（2015）公
共建築物への地域材の使用による同一地域への経済波及効果：
京都府を事例として．木材学会誌 61（5）: 326⊖334

後藤賢治・小林久高・中野茂夫（2016）島根県の木造公共建築物に
おける生産体制と地域産材利用状況．日本建築学会技術報告集
22（50）: 269⊖274

波及さん～経済波及効果算出ソフト～
早川慶朗（2015）公共建築の計画・設計時における木材調達に関す
る実施事例：中・大規模建築物における計画・設計段階での木
材流通情報を活用した木材調達支援に関する研究　その 1．日本
建築学会環境系論文集 80: 297⊖304

飯島泰男（2011）公共建築物の木造化におけるいくつかの課題―こ
れまでの経験から考えること―．森林技術 834: 20⊖25

国土交通省（2018）旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究．
316⊖318

国土交通省大臣官房官庁営繕部（2011）木造計画・設計基準．44
古俣寛隆・加藤幸浩・大橋義徳・石川佳生・石河周平・山本伸幸（2012）
海道における枠組壁工法住宅への地域材利用による経済波及効
果．木材学会誌 58: 209⊖215

窪江優美・前川洋平・関岡東生・宮林茂幸（2014）県産材認証の現
状と課題―認証制度に関するアンケート調査の結果より―．東
京農大農学集報 58: 199⊖206

牧　奈歩・樋口貴彦・長澤　悟・浦江真人（2012）埼玉県の公共建
築物における地域材活用の実態と課題に関する考察．日本建築
学会大会学術講演梗概集（2012）: 139⊖140

松場啓太・添原洋平・早川慶朗・浅野良晴・高村秀紀（2015）中大
規模木造建築物の建設時における木材流通に関する木材コー
ディネーターの役割．日本建築学会環境系論文集 80: 1171⊖1177

武者加苗（2009）地域経済における公共投資の効果―地域内産業連
関表および地域間産業連関表による分析―．関西学院経済学研
究 40: 61⊖80

林野庁（2017）「平成 27 年度の公共建築物の木造率について」（2017
年 3 月 23 日プレスリリース）．http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/
riyou/170323.html（参照 2018 年 5 月 14 日）

埼玉県（2016）平成 23 年埼玉県産業連関表．
埼玉県木造公共施設推進協議会（2016）平成 28 年度埼玉県木造公共
施設ハンドプック．163

埼玉県農林部森づくり課（2013）木造公共建築物の手引．184⊖189
さいたま県産木材認証制度実施要項．http://www.mokkyo-saitama.jp/wp-

content/uploads/2016/07/ninshou_youkou.pdf（参照 2018 年 5月14日）
総務省統計局（2012）家計調査年報平成 23年．http://www012.upp.so-

net.ne.jp/hakyu/downroad/hakyusan4_01.xlsm（参照 2018 年 5月 14日）
氏家清和・垣内恵美子・奥山忠裕（2006）文化的景観の経済波及効
果―広島県宮島における観光客調査―．別冊都市計画論文集
41: 49⊖56

安田秀穂（2005）文化産業による経済波及効果―立地分析と時系列
分析―．文化経済学 4: 11⊖17

山中夏樹・沖　公友・盛田貴雄（2015）既存の木造公共建築物におけ
る木材利用状況．高知県立森林技術センター研究報告 39: 111⊖117

横山新樹・立花　敏・氏家清和（2018）森林セラピー事業の経済波及
効果―信州信濃町癒しの森事業を対象に―．林業経済 70: 1⊖20

121公共建築物への地域材利用による経済波及効果


